
（単位：千円）

予算額 担当課

（総務理財関係）

【新規】 松山市総合計画策定事業 15,408 企画戦略課

（債務負担行為）

【拡充】 防災行政無線維持管理業務 86,537 防災・危機管理課

（債務負担行為）

（市民福祉関係）

【拡充】 市民相談事業 4,361 市民生活課

【拡充】 特定保健指導事業 【国保】 30,661 国保・年金課

（債務負担行為）

【拡充】 ふれあい・いきいきサロン事業【介護】 69,817 介護保険課

【拡充】 ねんりんピック愛顔のえひめ２０２３開催事業 362,497 ねんりんピック推進課

限度額

期間 限度額

生活習慣病の予防を目的に、特定健康診査の結果に応じた保健指導を行う。
令和5年度は、特定保健指導の実施率などの成果に応じて委託料を支払う「成果連動型民間
委託契約方式（PFS：Pay For Success）」を試行的に導入し、実施率の向上を目指す。

18,000

新しい時代に挑むための事業及び市長公約関連事業を除く
新規・拡充事業

事　　業　　概　　要

R5～R6年度 97,200

第6次松山市総合計画の計画期間が令和6年度末で終了するため、市民と行政の共通の指針
となる次期総合計画を令和7年度までに策定する。
令和5年度は、現在の総合計画を振り返るとともに、市民や関係団体との意見交換などを実施
し、基本構想案を作成する。

事項 期間 限度額

松山市総合計画策定事業 R4～R6年度 33,000

デジタル防災行政無線更新事業

期間

災害時の基幹的な情報伝達手段である防災行政無線の適正な維持管理や緊急情報などの
迅速な伝達を可能とし、市民の生命や身体、財産を保護する。
令和5年度と令和6年度は、デジタル防災行政無線の親局と中継局の設備を更新する。更新に
あわせて、音声合成機能の追加や総合防災情報システムとの連携など、機能を強化する。

事項

暮らしの中での困り事や市政に関する相談、専門的な法律相談などに、市民相談員のほか、
弁護士や司法書士が問題解決に向けた助言を行う。
令和5年度は、県と連携し、犯罪被害者等支援金制度を創設する。

令和5年度に愛媛県で開催される第35回全国健康福祉祭で、本市ではスポーツ・文化の交流
大会10種目に加え、各競技会場で健康づくり教室、おもてなしイベントを開催する。

事項

特定保健指導業務委託
（令和5年契約分）

介護予防を推進する活動に取り組む住民主体のグループを支援するほか、デジタルツールを
使った新しいコミュニティを作ることで介護予防活動を推進し、高齢者の心身機能の維持・向上
を目指す。
令和5年度は、現行制度から要件を緩和した「緩和型サロン」を対象に加え、継続したサロン活
動の実施を支援する。

R3～R5年度
特定保健指導業務委託

（令和4年契約分）

R4～R6年度 21,900



（単位：千円）

予算額 担当課事　　業　　概　　要

【拡充】 日常生活用具給付貸与事業[非常用電源分] 5,100 障がい福祉課

【拡充】 精神障がい者・難病患者等総合支援事業[非常用電源分] 1,400 保健予防課

【拡充】 高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進事業【後期】 18,811 高齢福祉課

【拡充】 動物愛護推進事業 11,844 生活衛生課

（都市整備関係）

【拡充】 木造住宅耐震改修等補助事業 73,343 建築指導課

（産業経済関係）

【拡充】 （公財）松山観光コンベンション協会運営補助事業 188,598

【拡充】 ため池防災対策事業 208,000 農林土木課

【拡充】 ため池等整備事業［防災重点ため池分］ 9,000 農林土木課

市民の安全確保のため、決壊した場合に人的被害を与えるおそれのある防災重点ため池の
改修工事等を実施する。

耐震診断の結果、耐震性が低く補強が必要と診断された住宅所有者に耐震改修などの費用
の一部を補助する。
令和5年度は、木造住宅耐震化事業と一体で行う瓦屋根の改修費用の一部を補助対象に加
える。

観光・
国際交流課

国内外の観光客や国内・国際コンベンションの誘致などで、観光・物産を振興する。
令和5年度は、台北市内で松山・道後温泉幸福からくり時計の設置10周年記念式典等を実施
し、台北市と松山市の友好を深めるとともに、インバウンドの更なる誘客に取り組む。

令和5年度から、在宅で常時人工呼吸器を装着している身体障がい者（児）や難病患者等が必
要とする非常用電源を給付対象に追加する。

動物の適正な飼育や市民の動物愛護への意識を高め、人と動物が地域で共生できる社会を
目指す。
令和5年度は、クラウドファンディングによる寄附金を活用し、猫不妊・去勢手術費補助を拡充
する。

国保データベースシステムなどを活用し、地域や個人の健康課題を把握し、糖尿病性腎症の
重症化の予防や低栄養の防止、その他生活習慣病の重症化予防に取り組む。また、通いの
場など、日常的な生活拠点での健康相談や保健指導により、フレイル（加齢等に伴う虚弱状
態）を予防するとともに、フレイル状態にある方を適切な医療や介護サービスにつなげて、疾病
や重症化を防ぐ。
令和5年度からは対象圏域を20から30に広げることで、事業の更なる充実に取り組む。


